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      船舶事故調査報告書 

 

平成３０年７月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成３０年３月４日 ０８時１５分ごろ～０８時２６分ごろの

間） 

発生場所 不明（北海道浜頓別
はまとんべつ

町頓別漁港東北東方沖） 

事故の概要  漁船第二十八弥生
や よ い

丸は、出港後、甲板員が落水して溺死した。 

事故調査の経過  平成３０年３月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二十八弥生丸、１４トン 

 ＨＫ２－２１７６０（漁船登録番号）、個人所有 

 １６.６７ｍ（Lr）×４.３８ｍ×１.６０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、６７０kＷ、平成３年２月２日 

第２００－２７４８９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成４年１２月２４日 

  免許証交付日 平成２９年１月２６日 

         （平成３４年１２月２３日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ７４歳 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風速 約２m/s、視程 約１km 

海象：海上 平穏、水温 約０℃ 

 事故の経過  本船は、船長、甲板員Ａほか３人が乗り組み、漁期開始前の試運転

を行う目的で、平成３０年３月４日０８時１５分ごろ頓別漁港を出港

した。 

 船長は、操舵室内で操船中、甲板員Ａが大漁旗を操舵室内に片付け

ているのを見ていた｡ 

もう１人の甲板員（以下「甲板員Ｂ」という。）は、船首部で見張

り中、後方を見たところ、甲板員Ａが落水して海面にいるのを目撃し

たので、大声を上げた。 
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船長は、落水したことを聞き、主機を中立運転とした際、本船の後

方約３０ｍの海面に甲板員Ａが浮いているのを認めた。 

船長は、本船を反転させ、甲板員Ａから約５ｍのところまで接近し

た際、甲板員Ａが目及び口を閉じて仰向けの状態で浮いており、顔が

海面上に浮き沈みを繰り返していたのを見た。 

船長は、救命浮環を投げ入れたところ、甲板員Ａが救命浮環を抱き

かかえた。 

甲板員Ａは、船長及び乗組員２人によってカギの付いた竿
さお

でカッパ

の脇を引っ掛けられ、船内に引き揚げられたが、意識がなかった。 

甲板員Ａは、船長及び乗組員２人が蘇
そ

生措置を行ったところ、口か

ら海水を吐き出した。 

船長は、乗組員２人と共に甲板員Ａの蘇生措置を続けながら、帰航

し、０８時２６分ごろ１１９番に通報を行って救急車を要請し、海上

保安庁等に本事故の発生を通報した。 

本船は０８時３５分ごろ頓別漁港に到着し、甲板員Ａは待機してい

た救急車により地元の病院に搬送された。 

甲板員Ａは、０９時１６分ごろ搬送された病院で死亡が確認され、

後日、道内の病院で司法解剖が行われ、溺水と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 甲板員Ａは、本事故当時、カッパ、ジャージ等を着用しており、救

命胴衣を着用していなかった。 

甲板員Ａは、持病がなく、健康状態が良好であった。 

船長は、ふだん、救命胴衣を着用していない乗組員に対して着用す

るよう指示をしていたが、本事故当時、指示をしていなかった。 

 船長は、出港の目的が操業ではなく、試運転であったが、乗組員に

対して救命胴衣の着用を徹底しておけばよかったと本事故後に思っ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

なし 

なし 

 甲板員Ａの死因は、溺水であった。 

 本船は、０８時１５分ごろに頓別漁港を出港後、甲板員Ｂが、海面

に浮いている甲板員Ａを目撃していたことから、甲板員Ａが落水した

ものと考えられる。 

 甲板員Ａは、出港後に落水したものと考えられるが、落水時の状況

が目撃されておらず、その状況を明らかにすることはできなかった。 

甲板員Ａは、落水してから、救命浮環を抱きかかえた姿勢で船内に

引き揚げられるまでの間に溺水したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、頓別漁港東北東方沖で試運転中、甲板員Ａが落
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水して溺水したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・小型船舶の船長は、乗船する際には救命胴衣の着用を徹底するこ

と。 

・船長は、出港する前には乗組員に対して落水防止の指導を行うな

ど安全に関する注意喚起をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

付図１ 事故発生場所概略図 

 

甲板員Ａが落水していた場所 

頓別漁港 

浜頓別町 

北海道 

頓別港東防波堤灯台 


